
 

 

 

 

令和６年３月北河内４市リサイクル 

施 設 組 合 議 会 臨 時 会 会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 26 日（火）開会・閉会 

 

 

北河内４市リサイクル施設組合議会 

 



議 事 日 程 

 

 

日 程 事件番号 事  件  名  

１ ― 会期の決定  

２ 
議  案 

第 ２ 号 

令和６年度北河内４市リサイクル施設組合 

予算（再議の件） 
 

 

 

令和６年３月 26 日（火）午後４時 30 分開会 

令和６年３月北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会 



令和６年３月北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会会議録 

 

１．開  会   令和６年３月２６日 午後４時３０分 

１．会  期   １日間 

１．出席議員   (１３名) 

   （議 席）       １番      漆原 周義 （枚方市議会） 

２番   松岡ちひろ （  〃  ） 

３番   番匠 映仁 （  〃  ） 

４番   泉  大介 （  〃  ） 

５番   千葉 雅民 （  〃  ） 

６番   川口 肇人 （寝屋川市議会） 

７番   坂口安喜子 （   〃   ） 

８番   北川 健治 （   〃   ） 

９番   中林 和江 （   〃   ） 

１０番   土井 一慶 （四條畷市議会） 

１１番   長畑 浩則 （   〃   ） 

１２番   皿海 ふみ （交野市議会） 

１３番   黒田 実  （  〃  ） 

 

１．地方自治法第１２１条による出席者 

管理者     広瀬 慶輔  （寝屋川市長） 

副管理者    伏見  隆  （枚方市長） 

副管理者      東  修平  （四條畷市長） 

副管理者    山本  景  （交野市長） 

会計管理者   畑中 克仁  （寝屋川市会計管理者） 

事務局長    山口 克也  （兼務） 

      髙田  哲治  （兼務） 

 

１．同席者 

関係構成４市（寝屋川市） 環境部長       谷口 卓也 

             環境総務課長      園  高哉 

         （枚方市）  環境部長    兼瀬 和海 



                循環型社会推進室 

                循環型社会推進課長   内山 正昭 

（四條畷市） 市民生活部長  笹田 耕司 

       副参事兼 

       生活環境課長      杉本 一也 

（交野市）  環境部長   濱中 嘉之 

       環境総務課長       殿山 泰央 

１．出席事務職員 

書記長   山口 克也 （兼務） 

書記   森澤 可幸  

書記   髙田 哲治 （兼務） 

 



令和６年３月北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会会議録目次 

（令和６年３月 26 日） 

 

開議（午後４時 30 分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

出席状況の報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

漆原周義議長の開会宣言 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

広瀬慶輔管理者の開会の挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

会議録署名議員指定 ・・（泉大介議員と坂口安喜子議員）・・・・・・・・   １ 

会期の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

諸般の報告 

（令和６年２月８日から令和６年３月 25 日までの諸会議の報告） ・・・・   ２ 

議案第２号 令和６年度北河内４市リサイクル施設組合予算（再議の件）・・   ２ 

山口克也事務局長の提案理由説明 ・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

 ９番 中林和江議員の議案質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

１ 義務に属する経費だけの予算案について 

山口克也事務局長の答弁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４ 

中林和江議員の再質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

９番 中林和江議員の反対討論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５ 

   議案第２号（再議の件）採決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

議案第２号 令和６年度北河内４市リサイクル施設組合予算 ・・・・・・・   ６ 

12 番 皿海ふみ議員の反対討論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   ６ 

   議案第２号採決 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

広瀬慶輔管理者のお礼の挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ７ 

漆原周義議長の閉会の挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ８ 

閉会（午後４時 51 分） 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名 

付議事件結果一覧表 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－1－ 

（午後４時30分 開会） 

○議長（漆原周義君） 本日は、何かとご多忙の中をお集まりいただき、ありがとうご

ざいます。本日の臨時会召集につきましては、北河内４市リサイクル施設組合議会会

議規則第９条第２項及び３月８日開催の幹事会での決定に基づき、本日、午後４時30

分開催とさせていただきます。 

  なお、本日、報道機関から本日の内容を報道したい旨、写真撮影及び録音の申し出

がございましたので、これを許可しましたことをご報告申し上げます。 

  開会に先立ち、書記長から委員の出席状況を報告させます。 

  山口書記長。 

○書記長（山口克也君）  本日の会議のただいまの出席議員は13名でございます。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（漆原周義君） ただいま報告しましたとおり、出席議員は定足数に達しており

ますので、これから令和６年３月北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会を開会い

たします。 

  開会に際し、管理者から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。 

  広瀬管理者。 

○管理者（広瀬慶輔君）  本日、令和６年３月北河内４市リサイクル施設組合議会臨

時会を招集させていただきましたところ、議員各位におかれましては、年度末で何か

とご多用の中、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

  さて、本日提案させていただきます案件は、地方自治法第292条において準用する

同法第177条第１項の規定に基づき、令和６年２月定例会で否決されました令和６年

度北河内４市リサイクル施設組合予算の再議をお願いするものでございます。 

案件の内容につきましては、上程の際ご説明を申し上げますので、議員各位におか

れましては慎重にご審議をいただき、ご協賛賜りますようお願いを申し上げまして、

開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（漆原周義君） 次に、本臨時会の会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、泉大介議員と、坂口安喜子議員の２名を指名します。 

○議長（漆原周義君） 日程第１、「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 
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  これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（漆原周義君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会の会期は、本日１日と決定しました。 

○議長（漆原周義君）  この際、諸般の報告をします。 

  令和６年２月８日から令和６年３月25日までの諸会議の報告につきましては、お手

元に配付しております報告書のとおり、ご了承いただきますよう、お願いいたします。 

○議長（漆原周義君） 日程第２、議案第２号「令和６年度北河内４市リサイクル施設

組合予算（再議の件）」を議題とします。 

  管理者から先に否決した議案第２号「令和６年度北河内４市リサイクル施設組合予

算」について、地方自治法第292条において準用する同法第177条第１項の規定によっ

て、再議に付されました。 

  理事者から提案理由の説明を求めます。 

  山口事務局長。 

○事務局長（山口克也君）  ただいまご上程をいただきました議案第２号「令和６年

度北河内４市リサイクル施設組合当初予算（再議の件）」につきまして、提案理由の

ご説明を申し上げます。 

  令和６年２月定例会におきまして、議案第２号「令和６年度北河内４市サイクル施

設組合予算」が、去る２月８日に否決されたことから、地方自治法第292条において

準用する同法177条第１項の規定に基づき、再議に付するものでございます。 

地方自治法第177条第１項は、同項第１号で法令により負担する経費、法律の規定

に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属す

る経費を規定し、これらの経費を議会において削除し又は減額する議決をしたときは、

当該地方公共団体の長は、理由を示して再議に付さなければならないと定めておりま

す。 

このたびの予算案には、義務に属する経費が含まれていることから、地方自治法第

177条第１項に該当するものでございます。 

なお、義務に属する経費の内容及び経費につきましては、再議書に添付をしており

ます別紙のとおりでございます。 

  続きまして、内容につきまして、ご説明申し上げます。 

はじめに、歳出よりご説明申し上げます。 
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  １款 議会費、１項 議会費、１目 議会費は、原案230万2,000円、義務に属する

経費195万円で、内容といたしましては、議員13人分の議員報酬でございます。 

  ２款  総務費、１項  総務管理費は、原案 6,683万 9,000円、義務に属する経費

6,024万9,000円で、うち１目 一般管理費の内容といたしましては、特別職の報酬な

ど、人件費が76万5,000円、災害補償費が１万円、施設総合管理委託など各種委託料

が676万7,000円、派遣職員人件費など各種負担金が5,268万3,000円でございます。 

  ２目 公平委員会費は、２万4,000円で、内容といたしましては、公平委員会委員

３人分の報酬でございます。 

  ２項 監査委員費、１目 監査委員費は、原案22万9,000円、義務に属する経費20

万4,000円で、内容といたしましては、監査委員２人分の報酬でございます。 

  ３款 衛生費、１項 清掃費、１目 リサイクル施設費は、原案３億378万9,000円、

義務に属する経費１億9,773万6,000円で、内容といたしましては、全額運転管理等業

務委託料でございます。 

  以上が歳出でございます。 

  続きまして、歳入について、ご説明申し上げます。 

  １款 分担金及び負担金、１項 負担金、１目 負担金は、原案３億7,300万8,000

円、義務に属する経費２億5,013万9,000円で、各市負担金でございます。 

  その内訳といたしまして、枚方市負担金が１億881万8,000円、寝屋川市負担金が

7,239万3,000円、四條畷市負担金が3,211万1,000円、交野市負担金が3,681万7,000円

でございます。 

  ２款 使用料及び手数料、１項 使用料、１目 衛生使用料は、原案３万1,000円、

義務に属する経費はゼロ円でございます。 

  ３款 財産収入、１項 財産売払収入、１目 物品売払収入は、原案１万円、義務

に属する経費はゼロ円でございます。 

  ４款 諸収入、１項 組合預金利子、１目 組合預金利子は、原案１万円、義務に

属する経費はゼロ円でございます。 

  ２項 雑入、１目 雑入は、原案1,010万円、義務に属する経費は1,000万円でござ

います。 

  内容といたしましては、ペットボトル有償入札拠出金収入が1,000万円でございま

す。 

  債務負担行為について、ご説明申し上げます。 
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  北河内４市リサイクルプラザ施設総合管理委託の原案は、令和６年度から令和９年

度に限度額2,804万2,000円、北河内４市リサイクルプラザ運転管理等業務委託の原案

は、令和６年度から令和９年度に限度額７億9,621万3,000円でございますが、義務に

属する経費はともにゼロ円でございます。 

  以上、誠に簡単な説明ではございますが、議員各位におかれましては、今一度、慎

重なご審議を賜りますよう、お願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていた

だきます。 

  よろしくご審議の上、ご協賛賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（漆原周義君） これから質疑に入ります。 

  なお、会議規則により質疑の回数は３回を超えることができません。 

また、質疑は再議書別紙に記載のある地方自治法第177条第１項第１号に規定する

義務に属する経費に限定され、議題外に及ぶことのないように念のためお知らせしま

す。 

  順次質疑を許可します。 

  まず、通告に従い、中林議員の質疑を許可します。 

  中林議員。 

○９番（中林和江君）  中林和江です。 

義務に属する経費の予算案について、お聞きします。２月８日開催の本組合議会で、

2024年度当初予算案が否決になったことから、地方自治法の規定で、義務に属する経

費について提案されているものであります。原案の当初予算である約３億8,300万円

に対し、約２億6,000万円が義務に属する経費となっていますが、この義務に属する

経費だけの執行となると、どのような状況になるのか、詳しくお聞きします。 

また、その場合、市民生活にどのような影響となるのかもお聞きします。 

  以上、１回目の質問です。 

○議長（漆原周義君） 理事者から答弁を求めます。 

  山口事務局長。 

○事務局長（山口克也君）  中林議員の質問に順次お答えをいたします。 

  まず、義務に属する経費の支出内容につきましては、議員報酬や特別職報酬など、

人件費に係る費用と債務負担行為により令和６年度に執行が決まっている運転管理等

業務委託や施設総合管理委託などに限られます。 

ただし、プラスチック製容器包装やペットボトル処理に必要となる圧縮梱包袋や圧
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縮梱包バンドなどの消耗品及び長寿命化計画等で令和６年度に予定をしておりました

設備機器の修理、何よりも電気使用料を支出することができないことから、当施設に

おいて、プラスチック処理や事務局での事務もできない状況となります。 

  次に、市民生活への影響につきましては、リサイクルプラザでの処理作業ができな

いことから、関係４市においても、全エリアで廃プラごみ収集業務にも遅滞、混乱を

招くこととなり、家庭からのごみの排出に多大なる影響が生じてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（漆原周義君） 中林議員。 

○９番（中林和江君）  ご答弁では義務的経費だけになりますと、人件費や契約によ

って決まっている経費は含まれていますけれども、電気が使えないとのことで、搬入

から圧縮梱包までのごみを扱うことができなくなると、施設の業務がストップするこ

とになるということでありました。４市におけるごみ処理はストップして、市民生活

に多大な支障が生じるということになるわけであります。私たちは、この施設で処理

されている雑多なその他プラを含む容器包装プラの処理方法について、見直しを求め

る立場で予算にも反対しておりました。 

しかし、どのような見直しをしていくのかが全く議論されていない、見通しが全く

明らかでない中で、施設の運営がストップし、行政の公的責任が守られないこと。ま

た、何よりも市民生活の混乱を招くことについては避けるべきと考えます。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（漆原周義君） これにて、中林議員の質疑を終結します。 

  他に質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（漆原周義君）  これをもって質疑を終結します。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  中林議員。 

○９番（中林和江君）  先ほどの質疑のとおり、私たちは、その他プラなどの雑多な

プラの材料リサイクルは見直すべきとの立場です。予算にも反対してまいりました。 

  今後とも十分な議論を行い、多数の皆さんの賛同によって、本施設のあり方を見直

していくべきだと考えています。 

したがって、４月からの施設運営について、そういった見直しの議論がない中で、
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今日３月26日ですので、急な施設のストップで、多くの職員や関係者、また、何より

市民生活の混乱を招くことについては避けたいと考えます。 

以上の立場から反対いたします。 

○議長（漆原周義君） 他に討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（漆原周義君）  これをもって討論を終結します。 

  これから、議案第２号「令和６年度北河内４市リサイクル施設組合予算（再議の

件）」を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

本件を、先の議決のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立少数） 

○議長（漆原周義君）  起立少数であります。 

  よって、議案第２号「令和６年度北河内４市リサイクル施設組合予算（再議の

件）」は、先の議決のとおりに決定することは否決されました。 

○議長（漆原周義君）  議案第２号「令和６年度北河内４市リサイクル施設組合予算

（再議の件）」は否決されましたので、改めて２月８日に提出された原案を議題とし、

審議します。 

  なお、議案第２号は、先の議会において既に提案説明がありましたので、提案説明

は省略させていただきます。 

○議長（漆原周義君）  これから、議案第２号、原案の質疑に入ります。 

  なお、会議規則により、質疑の回数は３回を超えることができません。 

また、質疑は令和６年度予算全般に関することで、議題外に及ぶことのないように

念のためお知らせします。 

  質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（漆原周義君）  質疑なしと認めます。 

  これから討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  皿海議員。 

○12番（皿海ふみ君）  令和６年度予算案の原案につきまして、反対の立場で討論さ

せていただきます。反対の理由は、本組合施設の事業のあり方そのものについてです。
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本施設で多大な手間と費用をかけて処理するプラごみのリサイクルは、ペットボトル

を除き、再商品化の割合のコストの問題でも効率の悪いリサイクルであり、現在の廃

プラ処理のあり方そのものを見直していく必要があると考えます。加えてリサイクル

の過程で、切実な健康被害が訴えられてきましたが、その原因の究明や解決のための

真摯な取組がないまま、事業が継続されてきました。 

以上のことから本予算は認められません。 

  その他、ホームページに関わる予算の計上につきましては、昨年のホームページの

閉鎖から入札、予備費の流用等の経過について、議会に説明、報告もなく進められた

ことに強い不信感を持ちました。理事者におかれましては、透明かつ適正な事務の執

行と議会への説明を尽くしていただくことを強く求めまして、反対のコメントをいた

します。 

○議長（漆原周義君） 他に討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（漆原周義君）  これをもって討論を終結します。 

  これから議案第２号原案を起立により採決します。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○議長（漆原周義君）  起立多数であります。 

  よって、本件は原案のとおり可決されました。 

  以上をもって、本臨時会に付議された事件は全て議了しました。 

  閉会に際し、管理者から挨拶したい旨の申し出がありますので、これをお受けしま

す。 

  広瀬管理者。 

○管理者（広瀬慶輔君）  閉会に当たりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。 

  本日、ご提案申し上げました令和６年度予算につきまして、慎重にご審議を賜り、

当初原案どおりご可決を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  今後とも、議員各位におかれましては、北河内４市リサイクル施設組合の事業推進

のために、一層のご指導、ごべんたつを賜りますよう、お願いをいたします。 

議員各位におかれましては、くれぐれも健康にご留意をされるとともに、今後ます

ますのご活躍を心からお祈り申し上げまして、誠に簡単ではございますが、閉会に当

たりましての御礼のご挨拶とさせていただきます。 
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  どうもありがとうございました。 

○議長（漆原周義君） それでは、閉会に当たりまして、私から一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

  本日ここに無事、令和６年３月臨時会の全ての日程を終えることができました。議

員の皆さん、理事者の皆様及び全ての関係者の皆さんのご協力に心から御礼を申し上

げます。 

  皆様におかれましては、健康にご留意され、なお一層のご活躍をいただきますよう、

お祈り申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、閉会のご挨拶とさせていただき

ます。 

  以上をもちまして、令和６年３月北河内４市リサイクル施設組合議会臨時会を閉会

します。 

  ありがとうございました。 

（午後４時50分 閉会） 
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